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対応順位優先度と処置方針

順位 問題の種類 処置方針 備　考

1 早急に剪定を行う。欠陥次第では伐採も検討する。 樹木のもつ欠陥（衰弱、腐朽、亀裂等）が原因となり、倒木や落枝等、人的被害を及ぼす可能性が高い樹木。

2 原則伐採はしない。樹木健全性に問題があり対応が必要な場合は剪定・保全を行う。 文献や古写真で確認できる歴史的価値が大きい樹木や大径木。寄贈等の記念的歴史がある樹木。

3 伐採を含めた処置を検討する。 歴史的価値のある建造物・石垣等に破損等を及ぼす影響のある樹木。

4 原則剪定を行う。 景観を阻害し、観光上の課題となる樹木。人的被害の可能性は低いもの。枝が密集している樹木も含む。

5 欠陥の状況により伐採し剪定等を行う。
樹木のもつ欠陥（衰弱、腐朽、亀裂等）が原因となり、倒木や落枝等が課題となる樹木。人的被害の可能性は低いも

の。

健全性問題あり

（通行人に影響あり）

古樹・記念樹

文化財に影響

眺望阻害

健全性問題あり

（通行人に影響なし）

一年点検

管理者により目視点検

※年１回実施（日報管理）

災害対策点検

管理者により点検
公園利用者等からの情報

定期点検（健全度判定、記録）

専門業者により点検

※初回調査のみ全体 その後は５工区を５年サイクル

変状及び異常なし

文化財に影響する変状異常あり

建造物や石垣に干渉する

周辺環境に影響する変状異常あり

通行支障や眺望阻害等

樹木健全度に変状異常あり

古樹・記念樹、外観異常、衰弱等

管理者確認（判断）

状況確認、応急処置・診断の必要性判断

応急的措置

本格的措置

伐採、剪定

管理者確認（判断）

状況確認、対応方針決定

応急的措置

本格的措置

伐採、剪定、建造物改修

変状及び異常の解消

記録（重点点検区域・樹木、点検項目や手順、点検体制の精査）

※災害発生が想定される場合及び発生後

※診断が必要と判定された樹木

診断（総合判定）

専門業者により診断

次回調査時期は樹木毎に検討

文化財に影響する変状異常あり

建造物や石垣に干渉する

周辺環境に影響する変状異常あり

通行支障や眺望阻害等

本格的措置

伐採、剪定

管理者確認（判断）

状況確認、対応方針決定

応急的措置

本格的措置

伐採、剪定、建造物改修

樹木健全度には変状異常なし

※診断が必要と判定された樹木

順位 項目

1 健全性問題あり（通行人に影響）

2 古樹・記念樹

3 文化財に影響

4 眺望阻害

5 健全性問題あり（通行人に影響なし）

対応順位優先度

管理者確認（判断）

状況確認、対応方針決定

管理者確認（判断）

状況確認、対応方針決定

応急的措置

変状及び異常なし 変状及び異常あり


